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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、事業の継続的発展と企業価値向上のため、経営の透明性と健全性を確保する体制の確立に取り組んでおります。

　そのため、法令及び内部規程類を遵守し、各役員が経営情報を共有することで、取締役会の適正な意思決定機能を確保するとともに、

監査役監査及び監査室による内部監査を通じて、適法かつ適正で効率的な経営及び業務の保全に努めております。

　また、積極的なIR活動や会社説明会を通じて、株主・投資家に「開かれた、透明感のある企業」として認識していただくよう努めておりま

す。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４　株主総会における権利行使】

議決権の電子行使及び招集通知の英訳は、海外投資家比率等を踏まえた上で必要に応じて検討いたします。

【補充原則４－８－２　独立社外取締役の有効な活用】

当社の独立社外取締役は、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との会合等を開催し連携する体制をとっております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　いわゆる政策保有株式】

１．政策保有に関する方針

当社は、良好な取引関係の維持発展、安定的かつ継続的な金融取引関係の維持など政策的な目的により株式を保有することとしております。

２．政策保有株式に係る議決権の行使について

当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、統一的な対応基準は策定しておりませんが、適切な議決権行使が企業のガバナンス体制
強化を促し、企業の中長期的な価値向上と持続的成長につながるものと考え、原則としてすべての政策保有株式について議決権を行使いたして
おります。また、議決権の行使に当たっては、投資先企業の状況や当該企業との取引関係等を踏まえた上で、議案に対する賛否を判断いたして
おります。なお、政策保有株式の検証結果を年に１回取締役会において報告しております。（本年は６月開催の取締役会において実施済み。）

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社が新たに関連当事者取引を行う場合には、当社取締役会にてその内容及び性質に応じた適切な手続きを実施し、有価証券報告書等に開示
いたします。加えて、関連当事者間取引は必要に応じて毎期取締役会で報告され、内容について確認しており、有価証券報告書及び決算短信に
て内容を開示しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）経営理念等や経営戦略、経営計画については、当社ホームページに基本的方針を掲載しております。また期末決算時に発行する株主通信に
経営の基本方針や営業の概況、経営指標等の情報を開示しております。

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、当社ホームページにて開示しております。

（３）取締役の報酬等の額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、取
締役会にて決定しております。

（４）役員の選任については、役員選定基準に基づいて個々の能力や適性を勘案した上で決定しております。

（５）役員の選任・指名に関しては、取締役候補者及び監査役候補者の経歴、選任理由について、株主総会招集通知参考書類に記載しておりま
す。

【補充原則４－１－１　取締役会の役割・責務】

当社は、「取締役会規程」を定め、法令に準拠して取締役会決議事項・報告事項の審議採決を行っております。また、「職務権限規程」、「職務権限
基準表」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

当社は、取締役会の監督機能を高める観点から、独立した社外取締役を２名選任しており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を果
たすため、独立した立場での意見を踏まえた議論を可能としております。また、現時点においては、業績・規模・事業特性・会社を取り巻く環境等を
勘案して、３分の１以上の独立社外取締役を選任する必要はないと考えております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、直接当社との多額の取引がないこと、中立の客観的見地から当社の経営陣に対して経
営監視機能を果たせること、当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることなどを選任の基
本方針としております。

【補充原則４－１１－１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会は、現事業形態を踏まえ、実質的な議論を活発化するため、定款に基づき取締役の員数は１２名以内とし、性別や社内外を問わず、
様々な知識、経験、能力を有する者により構成しております。なお、現在の取締役の人数は１１名です。



当社では、取締役の選定に当たっては、その経験・見識等によって取締役にふさわしいと考える候補者を代表取締役に推薦し、取締役会が決議し
て株主総会の承認を得ることとしています。

【補充原則４－１１－２　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】　

当社の社外監査役には財務会計に関する適切な知見を有してるものが１名以上選任されております。

なお、当社は、取締役及び監査役の個別の重要な兼務状況を株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則４－１１－３　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社では、原則毎月１回以上取締役会を開催し、重要案件の審議・決議を行っておりますが、監査役より業務執行体制及び監督体制をはじめ、取
締役会そのものの実効性等について、適正を確保するための質問、助言、勧告を行い、状況に応じて適切な措置を講じています。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役のトレーニング】

当社は、社外取締役・社外監査役を当社に迎えるに際し、工場見学をはじめ、当社が属する業界、当社の歴史、事業概要・財務情報・戦略、組織
等について必要な情報習得のための説明を行っております。さらに、取締役・執行役員においては、より高いリーダーシップ力と経営戦略を培う能
力を開発するため、外部機関などを活用し経営スキルを習得する体制を整えております。また、監査役においても、各種セミナーや他業種との意
見交換会に積極的に参加しております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社のIR活動は、代表取締役をトップとして、管理部が行っております。IR活動に必要な情報は、経営企画部、販売推進部、販売業務部、海外営
業部、小豆島工場他関係部署から情報収集し、管理部で取りまとめをしております。

当社のIR活動は次のとおりです。

・定時株主総会：年１回

・決算説明会：年２回

・取材対応：四半期ごと

・個人投資家との対話：ホームページからIRに関する質問を受付け、管理部総務課が回答を行う。

・当社ホームページでの開示

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三菱商事株式会社 2,477,000 26.92

三井物産株式会社 2,019,500 21.95

小澤物産株式会社 1,063,186 11.55

小澤商事株式会社 428,314 4.65

国分グループ本社株式会社 300,000 3.26

日清食品ホールディングス株式会社 300,000 3.26

伊藤忠商事株式会社 200,000 2.17

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 134,700 1.46

株式会社J-オイルミルズ 100,000 1.08

日本山村硝子株式会社 100,000 1.08

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 食料品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

川上　三知男 弁護士

石塚　昭夫 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

川上　三知男 ○ なし

弁護士としての専門的知識と社外監査役として
の豊富な経験を、当社の経営に反映していた
だくためであります。また、同氏を独立役員とし
て指定した理由は、経営陣からの独立性を保
持しながら取締役としての職務を果たすことが
でき、一般株主と利益相反を生じるおそれがな
いと判断したためであります。

石塚　昭夫 ○ なし

経営者としての経験を持つことから、豊富なビ
ジネス経験・実績、幅広い見識を、当社の経営
に反映していただくためであります。また、同氏
を独立役員として指定した理由は、経営陣から
独立性を保持しながら取締役としての職務を果
たすことができ、一般株主と利益相反を生じる
恐れがないと判断したためであります。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、内部監査（監査室）と監査役は連携して監査計画を練っており、監査の

結果については情報を共有し、必要に応じて監査室長が監査役会に出席し、協議を行う体制を確保しております。

　また、監査役会は、四半期ごとに当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから決算の概況及び内部統制の状況について報告

を受けており、内部監視体制の確保及び適法かつ適正な経営体制の保全に努めております。　

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

兼田　隆 他の会社の出身者 △ △

井上　裕規 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

兼田　隆 　

当社の主要な取引先であり、主要株主で

ある小澤物産株式会社の監査役でありま

す。同社と当社との間には、製品輸出の
ための物流コンテナ等の購入取引があり
ますが、取引条件は公正であり、独立性
が担保されております。

豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識を、

当社監査体制の強化に活かしていただくため、
社外監査役として選任しております。



井上　裕規 　

当社の主要な取引先であり、主要株主で

ある三井物産株式会社の業務執行者で

あります。同社と当社との間には、原材料
の仕入れ及び製品の販売などの取引が
ありますが、取引条件は公正であり、独立
性が担保されております。

過去に直接会社経営に関与された経験はない
ものの、現職の総合商社における豊富なビジ
ネス経験・実績とともに、公認内部監査人の資
格を有し経験豊富なことから、それらの見識を

当社監査体制の強化に活かしていただくため、
社外監査役として選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
業績連動型報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　取締役（社外取締役を除く）の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま
でも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社は2018年６月26日
開催の第６１回定時株主総会においてご承認いただき、株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入致しました。なお、役員賞与については業績
を勘案して実施しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2018年3月期における取締役に支払った報酬等の総額

　　　　【区分】　　　　　　　【支給人員】　　　　　【支給額】

取　　　締　　　役　　　　　　　　 ９名　　　　　　548百万円

（うち社外取締役）　　　　　　　（２名）　　　　　　（18百万円）

※取締役の報酬限度額は、平成28年6月28日開催の第59回定時株主総会において、年額600百万円以内と決議いただいております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢を考慮のうえ、取締役

会にて決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

１．　監査役は、監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができます。

２．　監査役は、いつでも必要に応じて、取締役及び使用人に報告を求めることができます。

３．　監査役会は、必要に応じて経営陣と意見交換会を開催しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）



１．業務執行・監査の状況

（１）取締役会について

　　　取締役会は、月１回の定例取締役会、必要に応じて臨時の取締役会を開催するほか、社長主催のもと常務以上の役員からなる経営

　　会議を月１回開催することで重要案件について、迅速・適切な意思決定を行っております。取締役会は、取締役11名で構成され、11名の

　　取締役のうち２名は、社外取締役で非常勤であります。

　　　なお、平成15年６月27日より、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行うために、執行役員制度を導入し取締役を減員

　　しております。

（２）内部監査及び監査役監査の状況

　イ． 内部監査の状況

　　　　内部監査につきましては、社長直属の監査室を設置し、その人員は２名であり、監査計画に基づき定期的に内部監査業務を執行して

　　　おります。

　ロ． 監査役会及び監査役監査の状況　　

　　　　当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成されており、非常勤監査役２名は社外監査役であります。

　　　　監査役監査につきましては、監査役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、業務の進行状況を十分把握の上、業務監査及び調

　　　査を行っております。

　ハ． 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

　　　　内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、内部監査（監査室）と監査役は連携して監査計画を練っており、監

　　　査の結果については情報を共有し、必要に応じて監査室長が監査役会に出席し、協議を行う体制を確保しております。

　　　　また、監査役会は、四半期ごとに当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから決算の概況及び内部統制の状況について

　　　報告を受けており、内部監視体制の確保及び適法かつ適正な経営体制の保全に努めております。

２．会計監査の状況

　　　会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、

　　特別な利害関係はありません。当期において業務を執行した公認会計士は以下のとおりです。

　　　　　指定有限責任社員　　篠原孝広、永田　立

　　　また、当社の会計監査業務及び内部統制監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他６名であります。

　　　なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に

　　該当すると判断される場合には監査役全員の同意に基づき、監査役が会計監査人を解任いたします。

　　　また、上記の場合のほか、公認会計士法等の法令違反による監督官庁から処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、

　　品質管理、独立性、当社評価項目による評価結果の観点から、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査役は、株主総会に

　　提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定いたします。

　　

３．監査報酬

　　　　2018年３月期における当社の監査法人に対する監査報酬は、以下のとおりです。

　　　　　監査証明業務に基づく報酬　　　35百万円

　　　　　非監査業務に基づく報酬　　 　　14百万円

４．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　　　取締役会及び経営会議を月１回開催し、重要案件について迅速・適切な意思決定を

　　いたしました。

　　　また、ＩＲ活動につきましては、適時開示を行い、積極的なＩＲ活動や会社説明会を通じて、株主・投資家に「開かれた、透明感のある企

　　業」として認識していただくよう努めております。さらに、コンプライアンスについては、会社の指定する弁護士等社外専門家の助言を取り入れ、

　　経営に法的規制が働く仕組みを構築しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社の監査役は３名のうち２名が社外監査役であり、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する監査を行っております。当社の監査

役会は、必要に応じて経営陣と意見交換会を開催するなど、取締役会以外においても意見を述べる機会を設け、外部的視点からの経営の

監督機能を果たしており、経営の透明性と健全性を確保できているものと判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
定時株主総会の招集通知を法定期日に先立って発送するとともに、発送前に当社ホーム
ページおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、早期開示しております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を避け、日程を決定しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 企業行動憲章に規定しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回（５月、11月）開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、会社説明会資料などの情報を掲載しております。

http://www.kadoya.com/

IRに関する部署（担当者）の設置 管理部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業行動憲章に規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
小豆島工場において環境保全活動に取り組むほか、経団連や国連WFP協会の社会貢献
活動に賛同し、協賛や当社製品の提供などを行っております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

企業行動憲章に規定しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【経営理念】

　　

　　私たちは、お客様に常に感謝の心を持ち、安心・安全かつ価値あるごま製品を提供することで、健康でより豊かな食生活に貢献します。

【企業行動憲章】

　　

　　かどや製油株式会社の全役員及び従業員は、「私たちは、お客様に常に感謝の心を持ち、安心・安全かつ価値あるごま製品を提供する

　ことで、健康でより豊かな食生活に貢献します。」という経営理念の基に、「食」という健康にかかわる事業に携わる者として、企業の社会的

　責任を自覚し、すべての法令等を遵守するとともに、社会的良識をもって次のとおり行動します。

　　　　　１　安心・安全で高品質の商品を提供します。

　　　　　２　公正で、自由、透明な競争を行います。

　　　　　３　企業情報を適宜適切に開示します。

　　　　　４　環境問題に積極的に取り組みます。

　　　　　５　職場の安全対策に努めます。

　　　　　６　個性と能力を活かせる職場の形成に努めます。

　　　　　７　地域社会との交流を大切にします。

　　　　　８　反社会的勢力に対し、利益を供与しません。

　　　　　９　関係各国・地域の発展に貢献します。

　　　　 10 秘密情報を適切に管理します。

　　なお、全役員および役職者は、この企業行動憲章の精神を実現することが自らの役割であることをよく認識し、率先垂範の上、関係者に

　周知徹底します。

　　万一この企業行動憲章に違反する事案が生じたときは、会社を挙げて問題の解決に当たり、原因の究明、再発の防止に努めます。さらに、

　生じた事案について、社内外に対し、迅速かつ的確な情報公開を行い、その説明責任を果たすとともに、社長を含め関係従業員を厳正に処分

　します。

【業務の適正を確保するための体制】

　

　１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）経営理念、企業行動憲章、コンプライアンス規程等のコンプライアンス体制に係る規程を、取締役及び使用人が法令・定款及び社会

　　　規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

　（２）コンプライアンス体制の運用と徹底を図るため、管理部門担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス

　　　の取り組みを横断的に統括する。また、コンプライアンス委員会が中心となって取締役及び使用人に対するコンプライアンス教育・啓発

　　　を行う。

　（３）法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス委員会または会社の指定する弁護士

　　　を情報受領者とする内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行う。

　（４）監査役、及び内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室は、連携して各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止

　　　とプロセスの改善に努める。また、監査役及び監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。

　（５）反社会的勢力に対しては、企業行動憲章に基づき、毅然とした態度で対処し、一切の関係を遮断する。

　２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、文書管理規程その他関係規程に従い、適切に保存及び管理する。

　３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　リスク管理体制の基礎として経営危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。万一不測の事態が発生した場合

　　には、社長を本部長とする対策本部を設置し、会社の指定する弁護士等社外専門家の助言を得ながら迅速な対応を行い、損害の拡大

　　防止と、損害を最小限に止める体制を整備する。

　４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に

　　　応じて適宜臨時の取締役会を開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に常務以上の役員

　　　で構成する経営会議で議論し、その審議を経て執行決定を行う。

　（２）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程・職務分掌規程・職務権限規程等において、それぞれの責任者及びその責任、

　　　執行手続の詳細について定め、これらの規程に従って執行する。

　（３）執行役員制度の導入により、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行う。

　５．会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　　当社と関係会社とは、法令及び社会規範を遵守した適切な取引を行う。「関係会社管理規程」に基づき子会社の管理体制を整備すると

　　ともに、必要に応じて当社の役員が子会社の役員を兼務し、子会社の業務運営の状況を把握、改善を行う。

　

　６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの

　　　独立性に関する事項

　　　監査役は、監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受け

　　た使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものとする。

　７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

　（１）取締役は、取締役会等において、担当する業務の執行状況を出席した監査役に報告する。

　（２）上記（１）に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。



　（３）当社は、上記の報告を監査役に行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。

　８．監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　（１）当社は、監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務の執行に

　　　関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

　（２）監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を

　　　認める。

　９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　監査役会は、経営陣と定期的に意見交換会を開催し、また監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の執行を図る。

　10．財務報告の適正性を確保するための体制

　　　社長の指示の下、監査室及び管理部を主たる部門として、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の

　　整備・運用状況を定期的に評価し、必要に応じて改善を進める。

　　　また、取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は、反社会的勢力と一切の関係を遮断している。当社は、社団法人日本経済団体連合会が

公表した「企業行動憲章　実行の手引き」（平成29年11月改訂）及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針（平成19年６月

　犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用している。当社における方針・基準等に

ついては、「経営理念」「企業行動憲章」「具体的行動に際しての指針」において定めており、主要な社内会議等の機会をとらえて繰り返しそ

の内容の周知徹底を図っている。そして、「反社会的勢力対応規程」を制定し、就業規則においても反社会的勢力に対する勤務心得を

付記している。全社員が、いつ何どきにおいても、反社会的勢力が接触してきた際に適切に対応できるよう、「反社会的勢力対応マニュ

アル」を制定して常に関係遮断を図っている。また、適時（概ね年間１回）外部の講師を招き、あるいは研修教材を用いて、当社のすべて

の役員、従業員を対象にした反社会的勢力との関係遮断に関する研修会を開催している。これらの施策により、当社のすべての役員、

従業員は反社会的勢力との絶縁が極めて重要にしてかつ永遠のテーマであることを理解している。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【コーポレート・ガバナンス体制　模式図】
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【適時開示体制　模式図】
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取締役会・経営会議 

主幹事証券 

監査法人等 

（情報開示責任者） 

管理本部長 

付議 決定事実および決算情報の承認 

開示の指示 

取引所 

各本部長 

内容の確認 
会社情報 

の  報  告 

（情報開示担当部署） 

管理本部／管理部 
 

  ・各種会社情報の取り纏め※ 

  ・適時開示の対象となる 

    重要事実の有無の検討 


